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令和８年度 奥州市 
 

保育施設等利用のしおり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申し込みの前に、必ずこのしおりをよく読み、内容を確認したうえで必要書類をご提出ください 

担当窓口 

【水沢地域】本庁 保育こども園課                   ℡：0197-34-1634 

【江刺地域】江刺総合支所 健康福祉グループ              ℡：0197-34-2530 

【前沢地域】前沢総合支所 市民福祉グループ              ℡：0197-34-0277 

【胆沢地域】胆沢総合支所 健康福祉グループ（健康増進プラザ悠悠館内） ℡：0197-46-2977 

【衣川地域】衣川総合支所 市民福祉グループ              ℡：0197-34-2367 

令和７年 10月 27日 配布開始 

分からない事があったら、住んでる

地域の担当窓口に相談するビン！ 

おうしゅうたろう 

２・３号用 
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１．教育・保育給付認定と利用できる保育施設等について 
 

 保育施設等を利用するためには、教育・保育給付認定を受ける必要があり、次のとおり認定区分

に応じて利用できる保育施設等が決まります。なお、新規で保育施設等の利用を希望する場合は、

教育・保育給付認定申請の手続きと、保育施設等への入所申し込みの手続きを同時に行います。 
 

認定区分 対象年齢 保育を必要とする事由 利用できる保育施設等 

１号 

認定 
教育標準時間 

満３歳 

以上 

不要 
幼稚園 

認定こども園（幼稚園分） 

２号 

認定 保育短時間 

または 

保育標準時間 

必要 

保育所 

認定こども園（保育所分） 

３号 

認定 

満３歳 

未満 

保育所 

認定こども園（保育所分） 

地域型保育事業 

 

【利用できる保育施設等まとめ】 

種類 対象 内容や特徴 

保育所 ０歳児～５歳児 
就労などのために家庭で保育できない保護者

に代わって保育する施設 

認定こども園（幼稚園分） 満
．
３歳
．．

～５歳児 幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地

域の子育て支援も行う施設 認定こども園（保育所分） ０歳児～５歳児 

地域型保育事業 

０歳児～２歳児 

保育所（原則20人以上）より少人数の単位で

０歳児～２歳児の子どもを保育する事業 

 事業所内保育事業  
会社に併設した施設などで従業員の子ども

と地域の子どもを一緒に保育する 

 小規模保育事業  
（定員６～19人）家庭的保育に近い雰囲気

のもと、きめ細かな保育を行う 

 家庭的保育事業  
（定員１～５人）一人ひとりにきめ細やか

な保育を行う 

幼稚園 満３歳
．．．

～５歳児 
小学校以降の教育の基礎をつくるため、遊び

を中心とした幼児期の教育を行う施設 

 

【令和８年度（2026年度）年齢別クラス早見表】 

クラス 生年月日 

０歳児     令和７年４月２日生まれ ～ 

１歳児     令和６年４月２日生まれ ～ 令和７年４月１日生まれ 

２歳児     令和５年４月２日生まれ ～ 令和６年４月１日生まれ 

３歳児     令和４年４月２日生まれ ～ 令和５年４月１日生まれ 

４歳児     令和３年４月２日生まれ ～ 令和４年４月１日生まれ 

５歳児     令和２年４月２日生まれ ～ 令和３年４月１日生まれ 
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２．保育を必要とする事由と保育時間について 
 

 ２、３号認定を受けて保育施設等を利用する（保育を受ける）ためには、保護者のいずれもが、

下表にある事由のいずれかの事由に該当することが必要です。 
 

保育を必要 

とする事由 
内容 

保育時間 

（※１） 

① 就労 
月48時間以上の就労をしている場合 短時間 

月120時間以上の就労をしている場合（※２） 標準時間 

② 妊娠・出産 

妊娠中または出産間もない場合（出産予定日の8週間前（多胎

は14週間前）の日の属する月の初日から、出産日から起算して

８週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで） 

標準時間 

③ 疾病・障がい 傷病の療養を要する場合や、心身に障がいがある場合 標準時間 

④ 介護・看護 同居の親族等を常時介護・看護している場合 標準時間 

⑤ 災害復旧 災害による被害を受け、その復旧にあたっている場合 標準時間 

⑥ 求職活動 
（起業準備を含む）求職活動を継続的に行っている場合（入所

期間は、最長90日間） 
短時間 

⑦ 就学 大学、専門学校、職業訓練校などに通っている場合 標準時間 

⑧ 虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合 標準時間 

⑨ 育児休業 
育休取得中に、すでに保育施設等で保育を受けているきょうだ

いがいて、継続利用が必要な場合（入所期間は、最長１年間） 
短時間 

⑩ その他 上記に類する状態として市長が認める場合 標準時間 
 

（※１）保育時間の認定は、標準時間（最大11時間）と短時間（最大８時間）に区分され、原則と

して短時間認定の利用時間は、8：30～16：30です。（以下の例外を除く） 

    ・例外① ひがし幼稚園    7：30～15：30 

    ・例外② 聖愛べびー★るーむ 8：00～16：00 

    ・例外③ ニコニコ保育園水沢 8：00～16：00 

    なお、月途中で短時間認定 ⇔ 標準時間認定の変更をすることはできません。例えば、求

職活動中（短時間）の保護者が、月途中から就労開始したとしても、短時間の利用時間を超

える保育を利用した場合は延長保育となり、その月は別料金（自己負担）が発生します。 

（※２）月120時間未満の就労であっても、勤務時間によっては標準時間認定が可能です。 

    例：５時間×20日＝月100時間の勤務だが主なシフトが12：00～17：00の場合 など 
 

＜保育時間イメージ＞施設により異なります 

 

 

 

 

 

 ・保育施設等の利用は、原則として保育を必要とする事由に該当する日、時間帯のみ可能です。

仕事が休みの日は家庭保育をするなど、実態に応じた利用にご協力ください。  

7：00 19：00 18：00 16：30 8：30 

保育標準時間（最大11時間） 

保育短時間（最大８時間） 延長保育 延長保育 

延長保育 

保育短時間 

保育標準時間 



4 

 

３．申し込みの流れについて 
 

 ●事前相談と保育施設等の見学 

  ・世帯の状況等によって必要書類が異なりますので、担当窓口へ事前相談にお越しください。 

  ・事前相談と並行して、希望する保育施設等へ直接お問い合わせのうえ見学をしてください。 

 

 

 ●申し込み書類の提出 

  ・事前相談のときにご案内した必要書類一式を揃えて、担当窓口へご提出ください。 

  ・郵送事故等の責任は負いかねますので、直接ご持参いただくことをお勧めします。 

  ・必要書類に不備や不足があった場合は受付できない場合があります。そのため、入所調整は

先着順ではありませんが、締め切りに余裕をもってご提出いただくことをお勧めします。 

 

 

 ●利用調整 

  ・奥州市保育所等利用調整基準（23ページ記載）に基づき、入所施設を調整します。 

 

 

 ●結果連絡（通知文書の送付に先立って電話による連絡をすることがあります） 

  ・【入所内定の場合】保育所等入所承諾書（保育所等利用調整結果通知書）を送付します。 

  ・【入所保留の場合】保育所等入所等保留通知書を送付します。 

 

 

 

 

 ●保育施設等との面談など 

  ・【４月入所の場合のみ】保育施設等から連絡がありますので、お待ちください。 

  ・【５月入所以降の場合】保護者から保育施設等へ連絡をしていただき、面談などの 

手続きを進めてください。 

 

 

 ●利用開始 

  ・保育施設等との面談などを経て、利用が開始されます。 

  ・入園式や、ならし保育等については、保育施設等によって異なりますので、 

詳しくは利用する保育施設等へお問い合わせください。 

 

 

 ●入所保留 

  ・希望する場合は、翌月以降も利用調整の対象となります。（当該年度の３月入所まで） 

  ・意向確認のための書類をご提出ください。（保育所等入所等保留通知書に同封します。） 

  

内定 

内定 

保留 
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４．申し込みのスケジュールについて 
 

 ●令和７年度入所分 
 

入所希望月（※１） 受付開始 申し込み締め切り（※２） 結果連絡のめやす 

令和８年１月～３月 令和７年11月17日 

当初：令和７年11月28日（金） 

最終（１月）：令和７年12月15日（月） 

 〃 （２月）：令和８年１月15日（木） 

 〃 （３月）：令和８年１月15日（木） 

土日祝日を除く 

最終
．．

締め切りの 

４日後 

 

（※１）入所は毎月１日付けとなります。 

（※２）最終
．．

締め切りまで受付はしますが、当初
．．

締め切りまでに申し込みをした方が優先されます。

なお、１月～３月入所希望の場合は、同時に、翌年度の４月入所分もお申し込みください。 
 

 ●令和８年度入所分 
 

入所希望月 受付開始 申し込み締め切り 結果連絡のめやす 

令 和 ８ 年 ４ 月 

【 一 次 調 整 】 
令和７年11月17日 令和７年11月28日（金） 

令和８年２月上旬 

（通知発送） 

令 和 ８ 年 ４ 月 

【 二 次 調 整 】 
令和７年12月１日 令和８年１月30日（金） 

令和８年３月上旬 

（通知発送） 

令 和 ８ 年 ４ 月 

【 三 次 調 整 】 
令和８年２月２日 令和８年３月10日（火） 

令和８年３月下旬 

（通知発送） 

令和８年５月 令和８年３月２日 令和８年４月10日（金） 
土日祝日を除く 

締め切りの 

５日後 

（通知発送に先立って

電話連絡します  

 通知発送は各月末ご

ろの予定です） 

令和８年６月 令和８年４月１日 令和８年５月11日（月） 

令和８年７月 令和８年５月１日 令和８年６月10日（水） 

令和８年８月 令和８年６月１日 令和８年７月10日（金） 

令和８年９月 令和８年７月１日 令和８年８月10日（月） 

令和８年10月 令和８年８月３日 令和８年９月10日（木） 

令和８年11月 令和８年９月１日 令和８年10月13日（火） 

令和８年12月 令和８年10月１日 令和８年11月10日（火） 
 

 ・令和８年４月入所については、一次調整（二次調整）で保留となった場合は、自動的に二次調

整（三次調整）にかかるため、再度、申し込みをする必要はありません。ただし、希望施設を変

更する場合は、書類の提出が必要となりますので、お問い合わせください。なお、二次調整と三

次調整は、一次調整の結果、定員に満たない保育施設等に限り実施するものです。一次調整で保

留となった方を除き、急な転勤等やむを得ない事情がある方のみを想定していますので、可能な

限り、一次調整の期間に申し込むようお願いします。 

 ・令和９年１月～３月入所については、令和９年４月入所に係る申し込みスケジュールと併せて、

市ホームページや令和９年度の「しおり」でお知らせします。時期としては、令和８年10月下旬

ごろを予定しています。  
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５．申し込みに必要な書類について 
 

 ●全ての方が提出必要な書類 
 

必要書類 備考 

子ども・子育て支援給付費等教育・保育給付認定申請書 

（兼 保育所等入所（利用調整）申込書） 

子ども１人につき１部 

保育所等入所補助票 

保育を必要とする事由の証明書 保護者それぞれ（※） 

 

（※）婚姻の有無にかかわらず、同居のパートナーは原則として保護者とみなします。また、住民

票上、世帯分離をしていても、住所（住居表示）が同一の場合は原則として同居とみなします。 

 

 ●世帯の状況等により提出必要な書類 
 

状況 必要書類 

65歳未満の祖父母と同居している

場合（※１） 
祖父母の分の保育を必要とする事由の証明書（※２） 

上記祖父母が単身赴任等により実態

は子どもと別居している場合 

別居先の公共料金明細書の写し、アパート賃貸借契約書の

写し など（※３） 

保護者が離婚を前提とした別居をし

ている場合 

事件係属証明書、調定期日通知書の写し、弁護士との契約

書の写し、弁護士報酬支払い領収書の写し など（※４） 

世帯のなかに障がいを有する人がい

る場合 

障害者手帳等の写し、特別児童扶養手当の受給に係る通知

書の写し など（※５） 

転入者であって課税状況が分からな

い場合 

個人番号（マイナンバー）確認資料または課税所得証明書 

など 

 

（※１）住民票上、世帯分離をしていても、住所（住居表示）が同一の場合は原則として同居とみ

なします。また、年齢計算の基準日は、入所希望月の１日現在です。 

（※２）提出がない場合は、調整点数が減点されます。 

（※３）提出があれば、祖父母の分の保育を必要とする事由の証明書は不要です。 

（※４）提出がない場合は、保護者それぞれの保育を必要とする事由の証明書が必要です。なお、

原則として住民票上、住所（住居表示）が別であることが必要です。 

（※５）氏名、等級、（あれば）有効期間が分かるページが必要です。  
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６．保育を必要とする事由の証明書について 
 

保育を必要 

とする事由 
提出書類 証明者 

① 就労 

会社等で就労 就労証明書（※１） 

自営業等   就労証明書（※１）（※２） 

農業従事   農業従事申告書（市の指定様式）（※３） 

勤務先 

保護者本人 

農業事業主 

② 妊娠・出産 母子健康手帳の写し（表紙 及び 出産予定日のページ） - 

③ 疾病・障がい 
傷病の療養を要する場合 診断書（市の指定様式）（※３） 

心身に障がいがある場合 障害者手帳の写し（※４） 

医師 

- 

④ 介護・看護 介護申告書（市の指定様式）（※３）（※５） 保護者本人 

⑤ 災害復旧 り災証明書 など - 

⑥ 求職活動 求職活動状況申立書（市の指定様式）（※３） 保護者本人 

⑦ 就学 
在籍証明書、学生証の写し、職業訓練受講決定通知書の写し 

など（※６） 
- 

⑧ 虐待・DV 詳細は担当窓口へお問い合わせください - 

 

（※１）申し込み日（書類提出日）において、証明日から３か月以内のものが有効です。 

（※２）就労証明書に加えて、開業届の写し、確定申告書の写し などを求めることがあります。 

（※３）市の指定様式をお使いください。市の指定様式以外の場合は、証明書として有効にならな

い場合があります。 

（※４）氏名、等級、（あれば）有効期間が分かるページが必要です。 

（※５）介護や看護を必要とすることが分かる書類を添付してください。 

（※６）通学期間や時間が分かる書類を添付してください。  
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７．申し込みの留意事項について 
 

 ●育児休業から復職する場合（就労開始予定の場合も同様） 

  育休からの復職に伴い申し込みをする場合は、復職日が月のなかで「14日以前」なのか「15

日以後」なのかによって、最短の入所可能日が次のように異なります。 
 

育休からの復職日 

（就労開始予定日） 
最短の入所可能日 

例 

育休からの復職日 最短の入所可能日 

月の14日以前 前月
．．

の１日 4月14日 ３月１日 

月の15日以後 当月
．．

の１日 4月15日 ４月１日 
 

  上記の例（復職日：4月14日 ⇒ 入所日：３月１日）のように、復職月（４月）の前月（３月）

から入所する場合、入所月（３月）は、ならし保育期間としての認定であるため、必ず短時間認

定となります。翌月以降は、実際の就労時間に応じた認定に変更されます。 

  なお、ならし保育は入所してから（入所日以降に）行われます。「あらかじめ（入所日より前に

）、ならし保育をしてから入所する」ではありませんのでご注意ください。 

  また、１号認定から２号認定へ認定区分を変更する場合は、ならし保育期間としての認定はあり

ません。最短の変更可能日は、復職月の１日となります。 

 

 ●育児休業の延長を目的とした申し込みについて 

  上記申し込みについては、受付できかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 ●特別な支援を必要とするお子さんの場合 

  「心身に何らかの障がいがある」「健診や医療機関で発達について指摘されたことがある」

「食物アレルギーがある」「医療的な配慮が必要である」などの場合は、希望先の保育施設等と

細かい協議が必要となりますので、申し込みのときに必ずご相談いただくとともに、保育所等入

所補助票に詳細をご記入ください。 

  また、医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）を必要とする場

合は、保育施設等での受け入れ体制を整えるまでに数か月の時間を要することがありますので、

申し込みのスケジュール（５ページ記載）にかかわらず、お早めにお問い合わせください。 

  なお、いずれの場合も、集団保育が可能かどうか判断するために医師の診断書を求めたり、児

童相談所等の判定書などを求めることがあります。もし、集団保育ができないと判断されたとき

は、入所できないことがありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

 ●記入ミスを訂正する場合 

  訂正印は不要ですが、修正テープ等は使用せず二重線で訂正してください。なお、記入にあた

っては、消えるボールペン等は使用しないでください。 

 

 ●申し込み後に世帯の状況等が変わった場合 

  提出した書類の記載内容について、申し込み後に変更があった場合は、追加の手続きが必要と

なることがあるため、速やかにご連絡ください。申し込み内容に事実と異なるものがあった場合

は、入所内定取消しや退所（退園）となることがありますので、十分にご注意ください。  
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８．奥州市外
．
の保育施設等の利用や奥州市外

．
からの申し込みについて（広域利用） 

 

 ●奥州市内の在住者が奥州市外
．
の保育施設等の利用を希望する場合（転出予定あり） 

  利用を希望する保育施設等がある市区町村へ転出する予定があるときは、市区町村によっては直接申

し込みを受け付けていることがありますので、まずは、転出予定先の市区町村へお問合せください。お

問い合わせの結果、直接申し込みが不可だったときは、奥州市への申し込み（次項参照）となります。 

 

 ●奥州市内の在住者が奥州市外
．
の保育施設等の利用を希望する場合（転出予定なし） 

  窓口は奥州市となりますが、必要書類や締め切りなど申し込みに係る詳細については、利用を希望す

る保育施設等がある市区町村へ必ずお問合せください。そのうえで、当該市区町村が設定する締め切り

の１週間前までに奥州市へお申し込みください。なお、利用調整の結果連絡については、事務処理に時

間を要するため、通常よりも遅くなることがありますが、あらかじめご了承ください。 

 

 ●奥州市外
．
の在住者が奥州市内の保育施設等の利用を希望する場合（転入予定あり） 

  以下の条件をすべて満たすときは、奥州市への直接申し込みを受け付けています。このしおり

をよく読み、内容を確認したうえで必要書類をご提出ください。なお、条件②が満たされなかっ

たときは、入所内定取消しや退所（退園）となりますので、十分にご注意ください。 

   条件① 転入予定であることが確認できる書類を提出すること（詳細はお問合せください） 

   条件② 入所希望月の前月末日
．．．．

までに奥州市へ転入（住所異動）すること 

 

 ●奥州市外
．
の在住者が奥州市内の保育施設等の利用を希望する場合（転入予定なし） 

  窓口は、お住いの市区町村となります。奥州市の締め切り（５ページ記載）に間に合うように、

お住いの市区町村が別途設定する締め切りまでにお手続きください。なお、具体的な締め切りは、

市区町村によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください。 

 

【広域利用まとめ】 

利用者 利用希望 転出や転入 窓口 

奥州市内 

の在住者 

奥州市外
．
 

の保育施設等 
転出予定 

あり 
転出予定先市区町村 

又は 奥州市 

なし 奥州市 

奥州市外
．
 

の在住者 

奥州市内 

の保育施設等 
転入予定 

あり 
現住所の市区町村 

又は 奥州市 

なし 現住所の市区町村 
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９．保育料（利用者負担額）について 
 

 ●保育料の徴収対象 

  ０歳児から２歳児クラスが徴収対象です。３歳児から５歳児クラスについては無料です。 

 

 ●保育料の算定方法 

  世帯の所得に応じてご負担いただく仕組みとなっており、保護者の市民税所得割額の合算額に

より算定します。（22ページ記載の「奥州市保育料等および副食費徴収確認表」参照） 

  なお、以下のとおり４月分～８月分までについては、前年度の市民税所得割額で算定します。

そのため、毎年、４月中旬ごろに４月分～８月分までについて通知し、９月分以降については、

９月中旬ごろに再度通知します。 
 

令和８年度 

（令和８年） （令和９年） 

４ 

月 

分 

５ 

月 

分 

６ 

月 

分 

７ 

月 

分 

８ 

月 

分 

９ 

月 

分 

10 

月 

分 

11 

月 

分 

12 

月 

分 

１ 

月 

分 

２ 

月 

分 

３ 

月 

分 

令和７年度の税額で算定 

（令和６年中の所得による） 

令和８年度の税額で算定 

（令和７年中の所得による） 

 

 ・保育料の算定は、実際の登園日数にかかわらず、月単位となります。（月途中の退園等の場合

を除く） 

 ・未申告の方は、必ず申告を行ってください。税額が確認できない場合は、暫定的に最高額で保

育料を算定します。 

 ・保育料算定後に、修正申告等により税額が変更されるときは、保育料も変更になる場合があり

ますので、その申告書の控え（写し）を担当窓口へご提出ください。これにより保育料が変更と

なる場合は、提出月の翌月分から適用されます。 

 

 ●保育料の軽減措置 

  多子世帯、ひとり親世帯等（ひとり親世帯 及び 障がいのある方がいる世帯）、低所得者世帯

に対して、次のとおり軽減措置が講じられています。 
 

年齢区分（階層区分） 第１子 第２子以降 

０歳児～２歳児クラス（Ａ、Ｂ階層） 無料 

無料 

０歳児～２歳児クラス（Ｃ１～Ｄ１１階層） 階層区分により徴収 

３歳児～５歳児クラス（全階層） 無料 

 

 ・延長保育料は軽減対象外です。 

 ・第何子にあたるのかのカウントに影響することがあるため、兄姉等の就職などで現に扶養する

子の人数に変更があった場合は、速やかにご連絡ください。  
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10．保育料（利用者負担額）の納付について 
 

 ●保育料の納付先 

  保育料の納付先は、利用する保育施設等によって次のとおり異なります。 
 

利用する保育施設等 納付先 

保育所（公立・私立） 

奥州市 

認定こども園（公立） 

認定こども園（私立） 

利用する施設、事業の設置者 

地域型保育事業 

 

 ・上記にかかわらず、奥州市外
．
の公立施設を利用する場合は、当該施設がある市区町村が納付先

です。 

 

 

－ 以下、納付先が奥州市である施設を希望する方（利用されている方）へ － 

 

 ●保育料の納付方法 

  納付方法は納付書又は口座振替となりますが、原則として口座振替による納付にご協力くださ

い。以下の金融機関がご利用いただけますので、通帳と届出印を持って各金融機関の窓口で直接

お手続きください。 
 
   「岩手ふるさと農協」  「岩手銀行」    「東北銀行」    「北日本銀行」 
 

   「水沢信用金庫」    「東北労働金庫」  「岩手江刺農協」  「ゆうちょ銀行」 

 

 ●保育料の納期限 

  納期限（口座振替日）は、利用当
．
月
．
の月末です。ただし、土日祝日にあたるときは、翌開庁日

となり、12月分は、翌年１月４日以後の最初の開庁日が納期限となります。 

  なお、口座振替の場合で、残高不足等で引き落としができなかったときは、後日、納付書を送

付しますので、速やかに納付してください。 

 

 ●保育料の滞納 

  納期限までに保育料が納付されなかった場合は、納期限から20日以内に督促状を送付します。

送付後は、督促状１通につき100円の督促手数料を徴収します。 

  滞納が重なると、催告書の送付、申し出による児童手当からの徴収、滞納処分（差押え）など

の措置をとる場合があります。また、きょうだいの保育施設等の入所申し込みをする際には、調

整点数が大きく減点されますので、納期限内の納付にご協力ください。 
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11．給食費について 
 

 ●給食費の徴収対象 

  ０歳児から２歳児クラスの給食費は、保育料に含まれているため、別途、徴収されることはあ

りません。３歳児から５歳児クラスについては、次のとおり給食費が徴収されます。 
 

給食費 ０歳児から２歳児クラス ３歳児から５歳児クラス 

主食費（ごはん、パン、めん類 など） 

徴収されない 

徴収される（※１） 

副食費（おかず、おやつ、牛乳 など） 徴収される（※２） 

 

（※１）ごはん等を家庭から持参することになっている保育施設等については徴収されません。 

（※２）後述のとおり軽減措置が講じられています。 

 

 ●給食費の算定方法 

  給食費の金額は、保育施設等によって異なります。詳しくは、希望する（入所している）保育

施設等にお問い合わせください。 

  なお、給食費の金額は、実食数にかかわらず月単位となります（月途中の退園等の場合を除く）。

食材は事前に発注しているため、欠席した日の分の返金等は原則として行われません。 

 

 ●副食費の軽減措置 

  給食費のうち副食費については、多子世帯、ひとり親世帯等、低所得者世帯に対して、次のと

おり軽減措置が講じられています。 
 

階層区分 第１子 第２子 第３子以降 

Ａ   ～ Ｄ１ａ 階層 
副食費 

免除 

副食費 

免除 

Ｄ１ｂ ～ Ｄ２ａ 階層 

（ひとり親世帯等） 

Ｄ１ｂ ～ Ｄ２ａ 階層 

（ひとり親世帯等以外） 副食費 

実費 
Ｄ２ｂ ～ Ｄ１１ 階層 

 

 ・第何子にあたるのかのカウントに影響することがあるため、兄姉等の就職などで現に扶養する

子の人数に変更があった場合は、速やかにご連絡ください。 
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12．給食費の納付について 
 

 ●給食費の納付先 

  給食費の納付先は、利用する保育施設等によって次のとおり異なります。 
 

利用する保育施設等 納付先 

保育所（公立）、認定こども園（公立） 奥州市 

保育所（私立）、認定こども園（私立） 

利用する施設、事業の設置者 

地域型保育事業 

 

 ・上記にかかわらず、奥州市外
．
の公立施設を利用する場合は、当該施設がある市区町村が納付先

です。 

 

 

－ 以下、納付先が奥州市である施設を希望する方（利用されている方）へ － 

 

 ●公立施設の主食費 

  奥州市の公立施設において、給食費の徴収対象である３歳児クラスから５歳児クラスでは、ご

はん等を家庭から持参することになっているため、給食費のうち主食費の徴収はありません。 

 

 ●副食費の納付方法 

  納付方法は納付書又は口座振替となりますが、原則として口座振替による納付にご協力くださ

い。以下の金融機関がご利用いただけますので、通帳と届出印を持って各金融機関の窓口で直接

お手続きください。 
 

   「岩手ふるさと農協」  「岩手銀行」    「東北銀行」    「北日本銀行」 
 
   「水沢信用金庫」    「東北労働金庫」  「岩手江刺農協」  「ゆうちょ銀行」 

 

 ●副食費の納期限 

  納期限（口座振替日）は、利用翌月
．．

の月末です。ただし、土日祝日にあたるときは、翌開庁日

となり、12月分は、翌年１月４日以後の最初の開庁日が納期限となります。 

  なお、口座振替の場合で、残高不足等で引き落としができなかったときは、後日、納付書を送

付しますので、速やかに納付してください。 

 

 ●副食費の滞納 

  滞納が重なると、催告書の送付、申し出による児童手当からの徴収、裁判所による強制執行な

どの措置をとる場合があります。また、きょうだいの保育施設等の入所申し込みをする際には、

調整点数が大きく減点されますので、納期限内の納付にご協力ください。 
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13．利用中の変更申請や届出について 
 

 入所後、世帯状況や認定状況などに変更がある場合は、次のとおり手続きが必要です。 
 

変更内容 必要書類 留意事項 

住
所 

市内転居 

届出書 

速やかにご提出ください。 

市外転出 
転出後の市区町村で、保育施設等を利

用する場合はお問い合わせください。 

世
帯
構
成 

同居家族の増減 

届出書 

速やかにご提出ください。 

離婚（※１） 
調停等に伴い、離婚を前提とした別居

をする場合はお問い合わせください。 

結婚（※１） 
新しく保護者となる方の保育を必要と

する事由の証明書も必要です。 

認
定
事
由 

就職、転職、勤務形態変更 就労証明書 
内容によっては、別途、手続きが必要

となることがあります。 

休職 届出書 
休職期間によっては、別途、手続きが

必要となることがあります。 

退職 申請書（※２）ほか 詳しくはお問い合わせください。 

出産 
申請書（※２） 

母子手帳の写し 

遅くとも、出生の届け出の際には併せ

てお手続きください。 

育児休業取得 
申請書（※２） 

就労証明書 

就労証明書には、育休取得（予定）期

間の記載が必要です。 

認
定
区
分 

１号→２号 申請書（※２）ほか 
必要な手続きは、新規で保育施設等の

利用を希望する場合と同じです。 

２号→１号 申請書（※２） 
利用を希望する保育施設等へ、直接、

必要書類をご提出ください。 

利
用
施
設 

転園 申請書（※２）ほか 
必要な手続きは、新規で保育施設等の

利用を希望する場合と同じです。 

退園 届出書 
退園する保育施設等又は市の担当窓口

のいずれかにご提出ください。 

そ
の
他 

障がい状況 

（手帳取得、失効 など） 

届出書 

取得の場合は、障害者手帳等の写しも

必要です。 

長期欠席 

（１か月以上の場合） 

無断で長期欠席が続く場合は、退所（

退園）となることがあります。 

市民税額 

（修正申告 など） 
申告書の控え（写し）も必要です。 

（※１）婚姻の有無にかかわらず、パートナーと同居を始める場合・やめる場合を含みます 

（※２）子ども・子育て支援給付費等教育・保育給付認定申請書（兼 保育所等入所（利用調整）申込書）  
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14．幼稚園、認定こども園（幼稚園分）の利用について 
 

 １号認定を受けて幼稚園、認定こども園（幼稚園分）を利用する場合の内容は以下のとおりです。

２、３号認定を受けて保育施設等を利用する（保育を受ける）場合とは大きく異なりますのでご注

意ください。 
 

項目 内容 

利用施設 幼稚園、認定こども園（幼稚園分）（※１） 

利用年齢 満３歳
．．．

 ～ ５歳児（施設によっては３歳児～５歳児） 

利用時間 早くても 朝８時半ごろ ～ 遅くても 夕方16時ごろ まで（施設により異なる） 

保育を必要 

とする事由 
不要 

申し込み先 希望する施設へ直接（※２） 

申し込み 

受付開始 
令和７年11月17日 

申し込み 

締め切り 

令和８年４月１日   入園の場合 令和７年12月26日（金）（※３） 

令和８年４月２日 以降入園の場合 入園開始希望日の１週間前 

入園可否 施設で決定し、施設から連絡（※４） 

利用料 無料（22ページ記載の「奥州市保育料等および副食費徴収確認表」参照） 

給食費 

（副食費） 
実費（22ページ記載の「奥州市保育料等および副食費徴収確認表」参照） 

 

（※１）幼稚園、認定こども園（幼稚園分）を利用する場合は、教育標準時間を超えて保育を行う

「一時預かり（幼稚園型）」の利用（併用）が可能です。利用料等は施設によって異なりま

すので、詳しくは希望する施設へ直接お問い合わせください。 

（※２）子ども・子育て支援給付費等教育・保育給付認定申請書（兼 保育所等入所（利用調整）申込書）

をご提出ください。 

（※３）この日を過ぎても、定員に達するまで随時受付はしますが、可能な限り、締め切りまでに

お申し込みください。 

（※４）入園が決定した場合、市からは、教育・保育給付認定決定通知書を送付します。 

  

（参考）１号について 
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